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第１ 財政運営指針について 

北広島市財政運営指針は、人口減少や少子高齢化の進行による市税をはじめ

とした歳入の伸び悩みや、社会保障関係費の増加傾向、過去に整備した公共施

設や道路、橋梁などのインフラ施設の修繕・更新への対応など、本市の財政運

営が大変厳しい状況となることが想定される中においても、持続可能で健全な

行財政運営の推進を図ることを目的として、平成 29 年 10 月に策定されたもの

です。 

この財政運営指針では、客観的に市の財政状況を評価することができる健全

化判断比率などの各種財政指標を基準としながら、基金の確保や投資的経費の

抑制目標などを定めており、これらの財政目標の達成を目指して、財政運営指

針を基本とした予算編成・予算執行に努めてきたところです。 

しかしながら、この財政運営指針の策定後、平成 30 年 9 月には、北海道胆

振東部地震が発生し、本市においても大きな被害を受け、今もなお災害復旧・

復興支援に取り組んでいること、また、同年 11 月からは、官民連携プロジェ

クトとして、令和 5年の開業に向け、プロ野球「北海道日本ハムファイター

ズ」の新球場を核とした、北広島市のまちづくり、北海道の発展に大きく貢献

するボールパーク構想が進められていること、さらには、令和 2年以降、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大という過去に前例のないまさに国難ともいえ

るべき事態が発生し、感染拡大防止のための緊急事態宣言の発令により経済活

動の停滞を余儀なくされる状況となったことなど、本市の財政運営を取り巻く

環境は大きく変化してきております。 

また、令和 3年 3月には、行財政改革大綱・実行計画を継承した計画である

「きたひろ未来創造ビジョン 2021・未来創造プラン」が策定されましたが、こ

の中で、令和 3年度から令和 7年度までの 5年間で約 31 億円の一般財源不足

が生じるとの厳しい財政推計が示されており、未来創造プランに基づく行財政

改革の取り組みを進めることにより財源不足の圧縮を図ることとしておりま

す。 

このような大きな財政運営環境の変化や、今後も厳しい財政状況が想定され

ることを踏まえて、持続可能で健全な行財政運営の推進を図ることを目的とし

て策定された北広島市財政運営指針についても、令和 4年度から令和 8年度を

計画期間とした改定を行うこととしました。 

今後、改定後の新たな財政運営指針を基本とした財政運営に取り組むことに

より、ボールパーク構想をはじめとした地方創生の取組や公共施設の老朽化対

策、感染症対策などの喫緊の課題に対して限られた財源を効果的かつ効率的に

配分し、もって市民が安心して暮らし続けられるまちづくりを進めていきま

す。  
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第２ これまでの財政状況 

１ 平成 29 年度から令和 3 年度までの財政状況（普通会計） 

【歳入】 

（１）市税は、景気・経済の動向や固定資産税の評価替え、税制改正等により

変動します。これまでは、ゆるやかな景気の回復などにより増収傾向にあり、

令和 2年度は過去 大の 80 億円台の収入額となりましたが、令和 3年度は新

型コロナウイルス感染症等の影響により減収となる見込みです。 

（２）特別交付税や臨時財政対策債も含めた地方交付税等は、毎年度の地方財

政計画により変動します。平成 29 年度以降は 49 億円台で横ばいの傾向でした

が、令和 3年度は市税等の減収見込みに伴う財政調整機能が働いたため、増収

となっています。 

（３）地方譲与税・交付金なども含めた一般財源総額は、平成 29 年度の 148 億

円台から年々増加していますが、ふるさと納税制度に伴う寄附金の増額により

その他の一般財源が増額したことが大きく影響しています。 

 

 

 

 

 

【歳出】 

【百万円】

総額 一般財源 総額 一般財源 総額 一般財源 総額 一般財源 総額 一般財源

7,714 7,737 7,982 8,019 7,855

1,701 1,702 1,691 1,909 2,275

4,958 4,982 4,928 4,938 6,170

356 359 395 170 222

139 282 376 844 1,431

26,729 14,868 24,593 15,062 26,305 15,372 33,968 15,880 34,194 17,953

R3決算見込
項　目

H29 H30 R1 R2

 譲与税・交付金

 地方交付税等

 繰越金

 その他

 市税

歳入総額(A)

【普通会計】地方財政状況調査などの全国的な統計に用いられる、全自治体に共通
する概念上の会計。北広島市では、一般会計と霊園事業会計を合わせ、企業会計で
ある駐車場会計を切り離したものが普通会計となる。 
 
【臨時財政対策債】国の地方交付税特別会計の財源が不足した場合に、地方交付税
の交付額を減らし、その穴埋めとして、該当する地方公共団体自らに地方債を発行
させる制度。その償還に要する費用は後年度の地方交付税で措置される。 
 
【地方財政計画】内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見通し
を捉えたもの。この計画を通じて地方の財源が保障されている。 
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【歳出】 

（１）人件費や扶助費、公債費を合わせた義務的経費については、社会保障関

係費である扶助費の増や平成 29 年度に完成した新庁舎に係る公債費の増など

により、増加傾向にあります。 

（２）歳出規模については、令和元年度まではおおむね 260 億円ほどで推移し

ておりましたが、令和 2年度は特別定額給付金などの新型コロナウイルス感染

症対策事業の実施により大幅に増加したことから、337 億円と過去 大の規模

となっています。 

（３）令和 3年度は、引き続き実施する新型コロナウイルス感染症対策事業の

ほか、ボールパーク構想に係るインフラ整備等による普通建設事業費の増など

により、引き続き歳出規模は大きくなることが見込まれています。

 

 

２ 収支状況と基金現在高（普通会計） 

平成 29、30 年度の収支は、3億円を超える黒字決算でしたが、令和元年度は

約 1億 7千万円、令和 2年度は約 2億 2千万円と黒字額が減少しております。

また、これらに翌年度に繰り越す財源や財政調整基金の増減などを反映した実

質単年度収支では、平成 30 年度は約 2億 6千万円、令和元年度は約 5億 9千

万円と赤字が続いていましたが、令和 2年度は財政調整基金の積立などにより

約 6億 3千万円の黒字となっています。 

【百万円】

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

4,415 4,225 4,508 4,288 4,665 4,458 4,534 4,274 4,825 4,495

5,529 1,671 5,534 1,689 5,837 1,786 6,060 1,654 6,372 1,855

2,241 2,113 2,182 2,076 2,258 2,144 2,335 2,212 2,475 2,364

12,185 8,009 12,224 8,053 12,760 8,388 12,929 8,140 13,672 8,714

2,459 1,998 2,716 2,090 2,843 2,340 2,836 2,325 2,965 2,405

5,671 199 2,947 202 3,738 469 3,647 279 6,300 264

6,055 4,665 6,311 4,896 6,794 4,976 14,333 5,245 11,257 6,570

26,370 14,871 24,198 15,241 26,135 16,173 33,745 15,989 34,194 17,953

362 574 971 332

359 395 170 223

項　目
H29 H30 R1 R3決算見込

 人件費

 扶助費

 公債費

（義務的経費計）

 繰出金

R2

 普通建設事業費

 その他

歳出総額(B)

基金取崩し　(C)

差引　(A)－(B)＋(C)
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平成 29 年度末の基金残高は約 23 億 5 千万円でしたが、毎年度の財源不足を

補うための取崩しにより令和元年度末には約 9億 5千万円まで減少しました。 

しかし、令和 2年度は財政調整基金へ約 5億 9千万円の積立てを行い、令和

3年度においても積立てを見込んでいることから、基金残高は 5年前と比較し

て約 8千万円増額し、令和 3年度末で約 24 億円の見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

第３ 今後の健全化判断比率の見通し 

今回、財政運営指針を改定するにあたり、将来の財政状況の健全性を把握す

るため、令和 4年度から令和 8 年度までの 5か年について、健全化判断比率

（実質公債費比率・将来負担比率）の推計を行いました。 

【財政調整基金】予期しない歳入減少・歳出増加に備え、年度間の財政の不均衡を
調整するための基金 
 
【実質単年度収支】実質的な単年度の収支額で、前年度の収支合計から当該年度の
収支合計を差し引いた“単年度収支”から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引
き、さらに財政調整基金の増減を反映した額 
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推計にあたっては、地方財政制度や社会保障制度などの現行制度を前提とし

ながら、令和 2年度決算や令和 3年度決算見込額、令和 4年度当初予算額のほ

か、2021 推進計画に定める事業費を基礎としました。 

 

健全化判断比率は、新庁舎の建設に係る市債借入により上昇しており、令和

2年度には実質公債費比率が 6.0％、将来負担比率は 89.0％となっています。

今後もボールパーク構想に係るインフラ整備や、令和 6年度からのごみ処理広

域化に向けた施設整備、平成 30 年胆振東部地震に伴う災害復旧事業などの影

響により、公債費や市債残高の増加が見込まれることから、実質公債費比率や

将来負担比率も上昇傾向となり、令和 6年度には実質公債費比率は 9.1％、将

来負担比率は 140％を超える状況となり、その後も高い水準で推移する見込み

です。 

 

 

 

 

【健全化判断比率】地方公共団体の財政の健全性を示す比率。実質公債費比率、将
来負担比率などがある。これらの比率が悪化し、一定の基準を超えた場合には「早
期健全化団体」となり、財政健全化計画の策定が義務付けされる。 
 
【実質公債費比率】市の借入金（市債）の返済額（公債費）等の大きさを示す比率 
 
【将来負担比率】市の借入金（市債）など将来支払っていく負担等の大きさを示す
比率 

実績 ←     → 将来推計 
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【標準財政規模】地方自治体の一般財源の標準的な大きさを示す指標。市税や地方
譲与税、地方税交付金などの収入見込額に、当該年度の普通交付税の額を加えた額 
【交付税算入公債費】市債の償還金のうち、当該年度の普通交付税に算入される額 
【元利償還金】市債の当該年度の返済額（公債費）の額 
【準元利償還金】民間企業などに対して市が負担する建設費の額や、公営企業債の
返済額のうち市の一般会計が負担する額などの、公債費に準じる額 
【元利償還金等充当財源】都市計画税や国庫支出金などのうち、公債費に充当する
ことが可能な財源の額 
【地方債現在高】市債の当該年度末の残高 
【公営企業債等将来負担額】民間企業などに対して市が負担することとしている建
設費の額や、公営企業債のうち市の一般会計が負担する見込みの額など 
【将来負担充当可能財源】都市計画税や国庫支出金などのうち、将来負担額に充当
することが可能と見込まれる額 

単年度実質公債費比率 ＝ （Ｃ＋Ｄ－Ｅ）－Ｂ ／ Ａ－Ｂ 
※実質公債費比率は単年度比率の３年平均の比率 

将来負担比率 ＝ Ｆ＋Ｇ－Ｈ／ Ａ－Ｂ 

健全化判断比率の見通しに用いた指標 （千円）

29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度

Ａ　標準財政規模 13,101,341 13,023,695 13,237,023 13,666,344 14,370,023

Ｂ　交付税算入公債費 1,517,490 1,519,466 1,539,803 1,521,043 1,485,381

Ｃ　元利償還金 2,256,365 2,197,662 2,273,821 2,350,480 2,477,144

Ｄ　準元利償還金 373,395 381,032 628,485 590,279 594,246

Ｅ　元利償還金充当特定財源 681,238 613,790 574,858 517,552 520,122

Ｆ　地方債現在高 28,329,914 29,019,942 29,788,220 30,588,791 32,703,576

Ｇ　公営企業債等将来負担額 3,996,665 4,028,184 5,743,893 6,192,368 6,641,024

Ｈ　将来負担充当可能財源 23,022,683 22,303,883 24,813,500 25,959,861 28,029,833

4.2 4.1 4.7 6.0 7.4

80.3 93.3 91.6 89.0 87.8

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

Ａ　標準財政規模 14,045,967 14,245,377 14,332,750 14,409,205 14,431,830

Ｂ　交付税算入公債費 1,497,902 1,573,435 1,598,245 1,598,500 1,583,856

Ｃ　元利償還金 2,551,314 2,567,160 2,503,379 2,607,765 2,640,870

Ｄ　準元利償還金 679,564 692,248 687,965 690,308 711,511

Ｅ　元利償還金充当特定財源 525,262 503,037 504,093 512,422 514,086

Ｆ　地方債現在高 34,267,900 35,418,379 36,092,721 35,724,831 35,325,918

Ｇ　公営企業債等将来負担額 6,927,624 7,460,561 7,348,068 7,200,480 6,813,063

Ｈ　将来負担充当可能財源 27,317,537 26,370,391 25,588,853 25,248,817 24,507,305

8.4 9.0 9.1 9.0 9.1

110.5 130.2 140.1 137.9 137.2

共通

実質公債費
比率

将来負担比
率

実質公債費比率

将来負担比率

共通

実質公債費
比率

将来負担比
率

実質公債費比率

将来負担比率
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第４ 財政運営の目標 

健全化判断比率の推計では、実質公債費比率は令和 8年度に 9.1％、将来負

担比率は令和 6年度に 140.1％となることが見込まれており、「早期健全化団

体」として財政健全化計画の策定が義務付けられる早期健全化基準（実質公債

費比率 25.0％、将来負担比率 350％）を下回る数値は維持しておりますが、今

後この比率が上昇していくと、持続可能で安定的な市政運営を行っていくこと

が困難になっていきます。 

今後、健全化判断比率の改善を図るためには、基金残高の確保と市債借入額

の抑制が必要であることから、次のとおり財政運営の目標を定め、その達成に

取り組んでいきます。 

 

目標１ 基金残高の確保 

 普通会計における基金残高 ２４億円 

 財政調整基金及び減債基金の積立額 毎年度１億円 

 

目標２ 投資的経費に係る市債借入額の抑制 

 市債借入額 毎年度１０億円以内 ５年間で５０億円以内 

 

目標３ 健全化判断比率の改善 

実質公債費比率   ９．０％未満 

将来負担比率  １１５．０％未満 
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１ 基金残高の確保 

基金には、北海道ボールパーク基金のように特定の目的のために設けられる

特定目的基金のほか、経済の不況等による大幅な税収減、災害の発生等など、

予期しない歳入減少・歳出増加に備え、年度間の財政の不均衡を調整するため

に設けられる財政調整基金や、歳入の減少等に関係なく支出しなければならな

い義務的経費である公債費に充てるために設けられる減債基金などがありま

す。 

本市の普通会計における基金積立額の総額は、平成 29 年度末は約 23 億 5 千

万円でしたが、財源不足に対応するため財政調整基金及び減債基金の取崩しを

行ったことから令和元年度には約 9億 5千万円まで減少しました。その後、寄

附金や土地売却収入の積立てなどにより令和 4年度末の基金総額は約 19 億円

となることが見込まれますが、令和 2年度の全道 35 市の平均残高約 81 億円を

大きく下回っています。 

長期的視野に立った計画的な財政運営を行うためには、基金の充実を図るこ

とが大変重要となるため、基金積立ての目標額を定めます。 
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 基金残高は、平成 29 年度基金残高の 23 億 5 千万円を上回るよう、令和 8年

度末の目標残高を 24 億円と定め、令和 8年度までの毎年度、財政調整基金及

び減債基金の積立て目標額を 1億円とします。 

なお、特定目的基金については、積立ての目標額は設定しませんが、ふるさ

と寄附金などを活用した各種特定目的基金への積立ての充実を図るとともに、

取崩しを必要 小限にとどめることにより、基金残高の確保に努めます。 

 

２ 投資的経費に係る市債借入額の抑制 

建設事業費のうち、庁舎建設と国の補正予算に伴う建設事業費、ボールパー

ク構想に関連する建設事業費を除いた額は、年度による増減はあるものの、こ

の 5年間は 15 億円から 31 億円台で推移しており、その財源の一部である建設

事業債は、平均で約 10 億 8 千万円となっています。 

 

H29 H30 R1 R2 R3見込 平均

5,671 2,947 3,738 3,647 6,300 4,461

国の補正予算に伴うもの 246 187 0 370 2,334 627

庁舎建設事業費 2,239 335 0 0 0 515

ボールパーク関連事業費 0 75 1,641 1,680 1,923 1,064

通常の建設事業費 3,186 2,350 2,097 1,597 2,043 2,255

3,289 1,653 1,918 1,699 3,082 2,328

国の補正予算債 163 123 0 257 1,051 319

庁舎建設事業債 1,978 235 0 0 0 443

ボールパーク関連事業債 0 67 855 699 828 490

通常の建設事業債 1,148 1,228 1,063 743 1,203 1,077

建設事業費

建設事業の推移

単位：百万円

項目

建設事業債
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本市は、昭和 50 年台の人口増加期に、公共施設やインフラなどの社会資本

を集中的に整備したため、現在、その多くは老朽化による更新・改修期を迎え

ており、これらの施設の大規模改修や建て替えなどの建設事業については、公

共施設総合管理計画に基づき計画的に実施していくことが必要です。 

また、ボールパーク構想については、多くの人々が本市に集い交流を育む、

今後のまちづくりにおいて重要な役割を担うエリアを創造することで、子ども

たちが未来に夢や希望を抱き、市民がこのまちに誇りと愛着を感じるととも

に、まちづくりの様々な分野に波及効果を生み出すこととなることから、構想

と連携したまちづくりを推進しており、エリア周辺の道路や上下水道などのイ

ンフラ整備を進めているところです。 

このような建設事業の財源として、市債の借入れを行うこととなりますが、

借金である市債残高の増加は、義務的経費である公債費を増加させることにな

り、財政運営の弾力性を失わせ、住民福祉サービスの実施に影響を及ぼすこと

となりかねません。 

一方、公共施設やインフラなどの社会資本は、数十年にわたって使用される

ことにより、将来世帯も恩恵を受けることから、このような施設の更新・改修
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のための費用を毎年の借金の返済金として将来の受益者にも負担してもらい

「世代間負担の公平」を図るという役割も市債にはあります。 

公共施設の更新・改修などの建設事業について、本市の財政規模に見合った

適正な市債残高・公債費を維持していくためには、実施時期の平準化などを図

ることにより、市債借入額がいたずらに増加することがないよう努めることが

必要であることから、今後の過去 5年間における平均の市債借入額以上の抑制

を図ることを前提として、建設事業債の借入額を毎年度 10 億円以内とするこ

とを目標として定めます。 

 ただし、この目標額には、ボールパーク構想の推進に伴う建設事業や、国の

補正予算に伴い実施する建設事業、緊急やむを得ず実施する建設事業に係る市

債については、含めないこととします。 

 

３ 健全化判断比率の改善 

本市の実質公債費比率は、令和 2年度の全道 35 市の平均値 10.6％よりも低

い水準で推移することが見込まれますが、令和 8年度には 9.1％まで上昇する

見込みとなっています。 

また、将来負担比率は、令和 2年度の全道 35 市の平均値 66.8％を超えてお

り、今後、ボールパーク構想に伴う建設事業債の発行等の増加要因も見込まれ

ていることから、令和 6年度には 140％を超える見込みとなっています。 

そのため、前述する基金残高の確保及び市債借入額の抑制を達成した場合に

見込まれる財政健全化判断比率を基準として、実質公債費比率は 9.0％、将来

負担比率は 115.0％を下回ることを目標として設定し、この目標を達成するこ

とにより持続可能な財政運営を図ることとします。 
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第５ 財政運営指針策定後の財政状況 

基金積立額と市債借入額の目標を達成することを前提として、改めて健全化

判断比率を算定した結果、健全化判断比率は以下のような数値となる見込みで

す。 

 

 

今後、この財政運営指針に掲げる各種の目標が達成できるよう、運営指針を基

本としながら、予算編成・予算執行を進めていくことにより、持続可能で健全な

行財政運営の推進を図っていくこととします。 

また、計画期間が終了する令和 8年度には財政運営指針の見直しを行うほか、

計画期間の終了までの間に財政状況に大きな変化があった場合には、随時財政運

営指針を見直すこととします。 


